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アンケートの設問の補足説明＜まちづくりの取組＞ 

道路の境界線  

空間をあける（50cm 以上）  

■ゆとりあるまち並みを確保するルール★１ 

道路境界から建物の外壁を 50cm 後退すること
で、ゆとりあるまち並みを確保する  

▶後退した部分の土地は自己所有のままで、
敷地面積からは除かれません  

新たな防火規制★４ 
老朽化した木造建物が多く、建物倒壊等による延焼火災の危険性が高い地域で、新たに
建物の耐火性能の基準を設けることで、地域の火災リスクを軽減する 

■まちなみを維持するルール        

建物の高さの最高限度を定めることで、周辺
環境と調和した良好な住環境を維持する  

■歩行空間の安全性を高めるルール★２ 

道路に面する危険なブロック塀等を減ら
し、災害時の倒壊リスクを低減させる  

■見通しを良くするルール       

角敷地に隅切りを設けることで、交差点の
見通しが良くなり安全性を確保します  

▶道路に面していない部分には適用されません 
▶門や塀が無い場合は制限を受けません 

■静かな住環境を維持するルール    

ふさわしくない用途の建物の新規立地を
規制することで、現状の住環境を維持する  

 

地区計画 
地域の状況や目的に応じて独自のルール
を定めることができる制度で、建替えの際
にそのルールを守ることで、理想的な街並
みへ誘導できます。 

街並み誘導型地区計画★３ 
壁面の位置や高さなど建物のルールを定めると同時に、容積率や道路斜線
などの制限を緩和することで、整った街並みを形成する 

木造よりも火災に強く、一定時間倒壊しない建物
で、主要構造部（壁、柱、床、はり、屋根、階段）
に燃えにくい部材を使用。  

 
 
一般的な木造住宅よりも、火災に強い木造の建物
で、外壁・軒裏等に燃えにくい部材を使用。  

※床面積 50 ㎡以内の平屋建ての付属建築物は、  
木造防火構造建築物とすることができます。  

準耐火建築物とは? 

木造防火構造建築物とは? 

【規制内容】 
 

■ゆとりある敷地を確保するルール   

敷地面積の最低限度を定めることで、細分
化を防止し、ゆとりある住環境を確保する  

■周辺環境との調和を促すルール   

建物の外観の色彩を制限することで、周辺
環境と調和した景観を維持する。  
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〇ルールのメリット 
道路斜線制限や容積率の緩和により、
幅員 4m の道路に面する狭小敷地で
も３階建てが建てやすくなる。  

▲ルールのデメリット  
道路から 50cm 後退して建てる必要
があり、後退部分には工作物を設置す
ることができない。  
※工作物とは、自転車、駐輪施設、  
室外機、ごみステーション等  

 

▶現状は最低敷地面積70㎡と指定されています 

▶隅切り部分の土地は自己所有のままで、
敷地面積からは除かれません  

オレンジ色  
黄色  

紫色  

（例）  
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